
北陸新幹線騒音防止等調停申請事件 

  （平成３年（調）第８号・平成４年（調）第１号事件） 

 

 （１） 事件の概要 

 本事件は，平成３年６月１３日，長野県及び群馬県の住民６人から，日本鉄道建設公団

を相手方（被申請人）として，調停を求める申請があったものである（平成３年（調）第８号

事件）。 

 申請の内容は，高崎～長野間の北陸新幹線の建設工事に関し，軽井沢～長野間につ

いては，同新幹線が建設されれば高速で走行する車両により騒音・振動被害が生じるお

それがあるとして工事計画の変更を求め，また，高崎～軽井沢間については，トンネル

工事に使用する地盤凝固剤により水質汚濁被害が生じるおそれがあるとして当該工事

の中止を求めるというものである。 

 なお，平成４年５月２７日，同一の原因による被害を主張する長野県の住民５人から参

加の申立てがあり（平成４年（調）第１号事件），調停委員会は，同年６月１７日，この参加

を許可している。 

 本事件は，いわゆる広域処理事件（公害紛争処理法第２４条第１項第２号，同法施行

令第２条第２号）として公害等調整委員会が管轄を有する事件であり，その解決に当たっ

ては，被害地域を全体的に把握し，広域的な見地から処理することが求められている。ま

た，本事件は，新幹線という極めて公共性が高く，大規模な国家事業に関し，その施設

の建設の段階において，将来にわたる環境保全が問題とされた点に大きな特徴がある。 

 （２） 事件処理の経過 

 公害等調整委員会は，本件調停申請を受け付けた後，直ちに本事件の調停委員会を

設けた。申請から手続終了までの約２年半の間に，調停委員会は，合計１３回の調停期

日を開催したほか，各当事者から意見及び事情の聴取，現地調査等を実施し，さらに，

鉄道騒音に関する学識経験者からのヒアリング，参考文献・資料の収集を行うなど，鋭

意調停手続を進めてきた（調停手続の概要については表１－２－１３参照）。 



 この調停手続の中で，調停委員会は，それまでの手続の成果を踏まえて検討を重ねた

結果，本事件については，全国新幹線鉄道整備法に基づく北陸新幹線の工事実施計画

を前提としつつ，将来にわたり環境保全のため適切な施策がとられるべきであるとの基

本的な立場に立ち，鉄道施設の建設の段階から，本件新幹線と周辺地域の生活環境と

の調和を図るという理念の下に，建設主体である被申請人を始め周辺住民を含むすべ

ての関係者が協力し，努力を傾注していくことが必要であると判断した。そして，本事件

においては，そのような体制を確立するための基礎を築くことを目標として調停を進める

こととしたものである。 

 このような観点から，さらに当事者間の調整に努めた結果，次のとおり長野県の住民２

人と被申請人との間に調停が成立した。 

ア 北陸新幹線軽井沢～長野間に係る調停について 

 調停委員会は，新幹線の環境保全において中心的な問題である新幹線鉄道騒音につ

いては，環境庁告示（昭和５０年７月２９日同庁告示第４６号）により環境保全の目標が定

められ，かつ，北陸新幹線が同告示において新設新幹線に該当することから，本調停に

おいては，この目標の達成に向けて一層の努力を促すことが妥当と判断した。 

  そして，長野県軽井沢町及び御代田町における北陸新幹線の鉄道施設に関する騒

音対策等１４項目からなる調停案を作成し，平成５年１１月２２日の第１１回調停期日にお

いて関係当事者に提示したところ，同年１２月２０日の第１２回調停期日に，関係当事者

（長野県の住民５人及び被申請人）のうち住民１人と被申請人はこれを受諾し，両者の間

で調停が成立したものである（成立した調停条項は別記１のとおり）。 

  その他の住民４人は調停案を受け入れなかったが，調停委員会は，本事件の社会的

重要性にかんがみ，公害紛争処理法第３４条第１項の規定に基づき，同人らにつき，同

期日において，３０日の期間を指定して調停案の受諾勧告を行い，あわせて，同法第３４

条の２の規定に基づき，理由を付して調停案を公表した（公表した調停案及び理由は別

記２のとおり）。 

  この調停案の受諾勧告に対し，住民１人からは指定期間内に受諾しない旨の申出が

なかったため，同法第３４条第３項の規定により，同人と被申請人との間で調停が成立し

たものとみなされた。しかし，その他の住民３人からは指定期間内に受諾しない旨の申出



があったため，同法第３６条第２項の規定により，同人らと被申請人との間の調停は打ち

切られたものとみなされた。 

イ 北陸新幹線高崎～軽井沢間に係る調停について 

  調停委員会は，群馬県松井田町における北陸新幹線のトンネル・橋 梁
りょう

  そして，前記工事に関する水質汚濁防止対策等１０項目からなる調停案を作成し，平

成６年１月１４日の第１３回調停期日において関係当事者（群馬県の住民１人及び被申

請人）にこれを提示した。 

の建設工事

が，上水道の取水源となっている河川の上流部で行われていることから，周辺住民の生

活環境を保全するためには，当該河川の水質を維持することを目標として，工事排水等

に関し，適切な措置を講ずる必要があると判断した。 

  これに対し，被申請人は受諾の意向を示したものの，住民側は調停案を受け入れな

かった。しかし，調停委員会は，本事件の社会的重要性にかんがみ，公害紛争処理法第

３４条第１項の規定に基づき，同期日において，３０日の期間を指定して調停案の受諾勧

告を行い，あわせて，同法第３４条の２の規定に基づき，理由を付して調停案を公表した

（公表した調停案及び理由は別記３のとおり）。 

  この調停案の受諾勧告に対し，被申請人からは調停案を受諾する旨の申出があった

が，指定期間内に住民側から受諾しない旨の申出があり，この結果，同法第３６条第２項

の規定により，同人と被申請人との間の調停は打ち切られたものとみなされた。 

ウ 以上により，本事件調停手続は終了した。 

  しかし，本件で成立した調停条項は，北陸新幹線に関する適切な環境保全の実現の

ための基礎となるものであって，今後，新幹線建設の進行に伴い，さらに具体的な対策

が検討，実施されるべきものである。 

  そこで，調停委員会としては，北陸新幹線の環境保全に関する今後の動向を注視す

るとともに，成立した調停条項の実施状況を的確に把握し，必要に応じ関係者間の調整

を図るなど，調停条項の実現に向け可能な限りの努力を払うこととしている。 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


